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主 催 社団法人 小 樽 法 人 会  共 催 小 樽 間 税 会 

 

  社団法人小樽法人会 行 

 ＦＡＸ：３２－１７６９ (受講者のみ、切り取らずにＡ４そのまま送信してください) 

                  受 講 申 込 書     平成  年  月  日 

食事する  ・  食事しない  （どちらかに○印をつけてください。） 

       

      会 社 名                                            

      住  所                                            

      受講者名                                            

      電  話                                            

 税務研修会のご案内 

    

受 講 対 象  中小企業経営者、経理担当者 

   開 催 日 時  平成２４年２月１７日（金）１８：００～１９：３０ 

            ※食事をする方は、１７：３０までにお集まりください。 

   会     場  (社)小樽法人会事務局室（小樽駅前第１ビル４階） 

   定     員  ５０名（申込先着順による） 

      参   加  料    無料（教材費、食事代含む） 

   申込方法 等  下記申込書にご記入いただき２月７日（火）までＦＡＸにて 

お申込ください。また、本テーマについて質問がございましたら 

予めＦＡＸにて受付けます。当日、お答え申し上げます。 

申  込 先    (社)小樽法人会 ＴＥＬ３２－１７４９ ＦＡＸ３２－１７６９ 

 開 催 概 要  

  

平成２４年１月１日から改正の通勤手当の取扱や、誤りの多い事例の中から、旅費や食事の支

給、社宅等の対応、永年勤続表彰の記念品の取扱について解説いたします。 

研 修 会 の 内 容 

 

     小樽税務署 法人課税第１部門 上席国税調査官  東 峰 一 男  氏 

講  師 


